
解
題
に
か
え
て

前
号
に
引
き
続
き
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
『
天
台
座
主
記
』（
請
求
記

号：

〇
一
一
六
―
一
。
以
下
、
編
纂
所
本
と
呼
称
）
の
下
巻
を
翻
刻
・
紹
介
し
た

い
。
こ
の
写
本
は
、
現
在
判
明
す
る
中
で
最
も
古
い
年
紀
を
持
つ
写
本
で
あ
る
上
、

現
在
広
く
使
用
さ
れ
て
い
る
刊
本
で
あ
る
、
渋
谷
慈
鎧
編
『
校
訂
増
補

天
台
座

主
記
』（
比
叡
山
延
暦
寺
開
創
記
念
事
務
局
、
一
九
三
五
年
、
以
下
「
刊
本
」
と

す
る
）
と
は
異
な
る
情
報
を
多
く
含
ん
で
お
り
、
重
要
な
写
本
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。

以
下
で
は
、
編
纂
所
本
の
成
立
や
伝
来
、
研
究
史
上
注
目
さ
れ
る
特
徴
に
つ
い

て
若
干
の
考
察
を
加
え
、
解
題
に
か
え
た
い
。

（
1
）
編
纂
所
本
の
概
要
に
つ
い
て

ま
ず
、
編
纂
所
本
の
概
要
に
つ
い
て
述
べ
た
い
（
1
）。
末
尾
に
「
正
安
二
年
五
月
廿

一
日

増
全

書
了
」
と
奥
書
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
現
状
判
明
し
て
い
る
な
か
で

『
天
台
座
主
記
』
の
最
も
古
い
年
紀
で
あ
る
。
増
全
に
つ
い
て
は
残
念
な
が
ら
不

明
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
（
2
）。
そ
れ
ぞ
れ
本
文
が
一
八
丁
で
上
下
二
巻
が
合
綴
さ
れ
て

い
る
。
上
巻
に
は
宗
祖
最
澄
と
一
世
義
真
〜
六
一
世
顕
真
、
下
巻
に
は
六
二
世
慈

円
〜
九
〇
世
最
源
ま
で
記
載
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
五
四
世
快
修
に
つ
い
て
は

記
載
が
抜
け
て
い
る
。
ま
た
、「
イ
」
と
し
て
異
本
に
よ
っ
て
校
合
さ
れ
て
い
る

箇
所
が
あ
る
。
た
だ
し
、
異
本
に
よ
っ
て
記
事
単
位
で
加
除
し
て
い
る
よ
う
に
は

見
え
な
い
。
所
蔵
印
と
し
て
は
、
史
料
編
纂
所
の
所
蔵
印
の
ほ
か
、「
宝
玲
文

庫
」「
月
明
荘
」
な
ど
が
あ
る
。

主
な
記
述
内
容
と
し
て
は
、
座
主
の
名
前
、
通
称
、
父
の
名
前
、
師
弟
関
係

（
入
室
や
灌
頂
な
ど
）、
座
主
補
任
・
辞
任
記
事
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
下

巻
を
中
心
と
し
て
、
座
主
補
任
後
の
就
任
儀
礼
に
つ
い
て
も
記
載
さ
れ
て
い
る
例

が
多
い
。

（
2
）
所
蔵
者
と
し
て
判
明
す
る
人
物
と
関
連
す
る
写
本
に
つ
い
て

史
料
紹
介

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵

『
天
台
座
主
記
』（
下
）

戸

瀬

昌

之

東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
室
紀
要

第
二
十
八
号

二
〇
二
四
年
三
月
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こ
こ
で
は
、
編
纂
所
本
の
伝
来
や
関
連
す
る
写
本
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
近
世

以
前
の
来
歴
に
つ
い
て
は
不
明
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
明
治
時
代
か
ら
所
持
者

と
し
て
数
人
を
確
認
で
き
る
。

ま
ず
確
認
で
き
た
中
で
最
も
古
い
所
持
者
は
、
田
中
教
忠
（
勘
兵
衛
）
で
あ
る
。

小
中
村
清
矩
の
日
記
で
あ
る
『
西
遊
日
記
』
明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）
八
月

十
日
条
に
は
、
同
日
に
田
中
の
も
と
を
訪
れ
、
所
蔵
す
る
古
典
籍
を
閲
覧
し
て
い

る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
リ
ス
ト
中
に
、「
天
台
座
主
記
正
安
二
年
写
、増
全
、

一
冊
」
と
い
う
記
載
が
あ
る
。
こ
れ
が
確
認
で
き
た
中
で
一
番
古
い
所
蔵
者
の
記

録
で
あ
る
。
ま
た
、
明
治
三
十
四
年
（
一
九
〇
一
）
に
京
都
帝
室
博
物
館
（
現
在

の
京
都
国
立
博
物
館
の
前
身
）
で
行
わ
れ
た
展
覧
会
の
出
品
目
録
（
3
）に
も
「
天
台
座

主
記

正
安
二
年
増
全
写
本

一
冊

同
（
京
都
府
）
同
（
田
中
勘
兵
衛
出

品
）」
と
い
う
記
載
が
あ
る
。
よ
っ
て
編
纂
所
本
は
、
少
な
く
と
も
明
治
二
十
二

年
か
ら
明
治
三
十
四
年
ま
で
は
、
田
中
の
も
と
に
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

一
方
で
、
田
中
の
も
と
を
離
れ
た
時
期
に
つ
い
て
、
確
実
な
時
期
は
不
明
と
せ

ざ
る
を
え
な
い
。
た
だ
し
、
昭
和
十
年
代
に
作
成
さ
れ
た
と
さ
れ
る
東
京
大
学
史

料
編
纂
所
所
蔵
の
「
田
中
教
忠
蔵
書
目
録
（
4
）」
の
な
か
に
編
纂
所
本
の
記
述
が
な
い

こ
と
か
ら
、
こ
の
時
期
ま
で
に
は
田
中
の
も
と
を
離
れ
て
い
た
と
考
え
て
良
い
だ

ろ
う
。

次
い
で
、「
宝
玲
文
庫
」
の
所
蔵
印
が
あ
る
こ
と
か
ら
フ
ラ
ン
ク
・
ホ
ー
レ
ー

所
蔵
の
時
期
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ホ
ー
レ
ー
の
も
と
に
所
蔵
さ
れ
た
時
期

に
つ
い
て
、
確
実
な
こ
と
は
言
え
な
い
が
、
昭
和
六
年
（
一
九
三
一
）
に
初
来
日

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
購
入
は
そ
の
後
で
あ
る
こ
と
は
確
実
と
い
っ
て
よ
い
（
5
）。

も
う
一
人
、「
月
明
荘
」
の
所
蔵
印
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
反
町
茂
雄
の
も
と
に

あ
っ
た
こ
と
も
わ
か
る
。『
弘
文
荘
待
賈
古
書
』
に
も
記
載
が
あ
る
（
6
）。
そ
の
後
史

料
編
纂
所
が
購
入
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
こ
の
編
纂
所
本
に
は
、
関
連
す
る
写
本
の
存
在
が
確
認
さ
れ
た
た
め
、

こ
こ
で
紹
介
し
た
い
。
そ
れ
は
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
の
宝
生
院
（
真
福

寺
）
原
蔵
『
天
台
座
主
記
（
上
）』
謄
写
本
（
請
求
記
号：

二
〇
一
六
―
九
、
作

成
は
大
正
四
（
一
九
一
五
）
年
）
で
あ
る
。
こ
の
写
本
は
、
編
纂
所
本
と
非
常
に

近
し
い
関
係
が
考
え
ら
れ
る
。

ま
ず
、
本
謄
写
本
の
概
要
を
記
す
。
記
述
が
あ
る
の
は
、
宗
祖
最
澄
と
一
世
義

真
、
二
世
円
澄
の
み
で
あ
る
（
7
）。
し
か
し
、
謄
写
本
冒
頭
に
「
丁
数
惣
計

上
下
三

拾
五
枚

今
ハ
四
枚

観
智
院
」、
末
尾
に
「
第
九
十
代
最
源
僧
正
ニ
終
ル
」
と

い
う
注
記
が
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
謄
写
本
は
、
九
〇
世
最
源
ま
で
記
述
さ
れ
た

写
本
の
冒
頭
部
分
の
み
を
写
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
代
数
は
編
纂
所
本

と
一
致
し
て
お
り
、
近
し
い
関
係
が
考
え
ら
れ
る
。
も
う
一
点
、
編
纂
所
本
と
近

し
い
点
が
あ
る
。
こ
の
謄
写
本
は
「
謄
写
」
と
は
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
字
配

り
・
形
状
等
も
精
緻
に
写
し
て
い
る
。
そ
し
て
前
述
し
た
注
記
と
所
蔵
印
以
外
は
、

編
纂
所
本
に
一
致
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
こ
の
謄
写
本
の
原
本
に
あ
た
る
写
本
は
現
在
の
と
こ
ろ
確
認
で
き
て

い
な
い
。
真
福
寺
の
古
典
籍
に
つ
い
て
は
、
戦
前
に
黒
板
勝
美
が
作
成
し
た
目
録

が
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
記
載
が
な
い
（
8
）。
ま
た
一
九
九
〇
年
代
に
作
成
さ
れ
た
撮
影

目
録
に
も
記
載
が
な
い
（
9
）。
こ
の
写
本
に
つ
い
て
は
、
謄
写
本
注
記
の
「
観
智
院
」

を
は
じ
め
、
不
明
な
点
が
多
い
。
今
後
検
討
を
深
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

（
3
）
編
纂
所
本
の
特
徴
①
―
抄
出
の
傾
向

こ
こ
か
ら
は
、
編
纂
所
本
の
内
容
に
つ
い
て
、
そ
の
特
徴
を
記
し
、
研
究
史
上

の
ト
ピ
ッ
ク
と
な
り
そ
う
な
点
に
つ
い
て
述
べ
、
最
後
に
こ
の
写
本
の
成
立
の
背

景
を
述
べ
た
い
。

ま
ず
、
編
纂
所
本
と
刊
本
と
を
対
比
し
て
わ
か
る
こ
と
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
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記
事
単
位
で
考
え
る
と
、
編
纂
所
本
に
存
在
す
る
記
事
は
、
そ
の
大
部
分
が
刊
本

に
存
在
す
る
記
事
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
よ
っ
て
大
枠
で
言
え
ば
、
編
纂

所
本
は
、
刊
本
の
底
本
に
い
た
る
写
本
の
ど
れ
か
か
ら
の
抄
出
本
と
考
え
る
の
が

妥
当
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
各
記
事
に
お
け
る
独
自
の
記
述
や
、
少
数
な

が
ら
存
在
す
る
独
自
記
事
、
独
自
の
頭
注
な
ど
が
存
在
す
る
上
、
抄
出
の
傾
向
そ

れ
自
体
も
興
味
深
い
。

抄
出
の
傾
向
と
し
て
は
、
園
城
寺
と
の
抗
争
に
関
す
る
記
事
や
比
叡
山
や
日
吉

社
等
で
の
焼
亡
記
事
が
多
い
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
甚
だ
し
い
事
例
の
一
つ
と
し

て
、
一
八
世
良
源
の
項
を
取
り
上
げ
た
い
。
編
纂
所
本
に
お
い
て
は
、
康
保
三
年

（
九
六
六
）
の
五
堂
一
楼
焼
亡
の
記
事
や
天
禄
元
年
（
九
七
〇
）
の
惣
持
院
焼
亡

の
記
事
が
取
ら
れ
て
い
る
一
方
で
、
良
源
の
事
蹟
と
し
て
知
ら
れ
る
堂
舎
再
建
や

そ
の
供
養
に
関
す
る
記
事
は
取
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
意
図
を
持
っ
て
抄

出
さ
れ
た
写
本
で
あ
る
こ
と
は
、
編
纂
所
本
を
活
用
す
る
際
に
、
留
意
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

（
4
）
編
纂
所
本
の
特
徴
②
―
祇
園
社
別
当
の
記
述

次
に
、
祇
園
社
別
当
の
記
載
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
編
纂
所
本
に
は
、
七
二
世

か
ら
八
五
世
に
か
け
て
、
頭
書
に
祇
園
社
（
感
神
院
）
別
当
の
記
述
が
あ
る
。
七

二
世
承
円
の
項
に
は
、「
祇
園
別
当
」「
忠
快
法
印
」「
仁
尊
法
眼
」
と
い
う
頭
注

が
存
在
し
、
八
五
世
尊
助
法
親
王
の
項
ま
で
同
様
の
頭
注
が
続
く
の
で
あ
る
（
表

1
に
ま
と
め
た
）。

こ
の
記
述
の
位
置
づ
け
を
考
え
る
た
め
に
、
少
し
だ
け
中
世
の
祇
園
社
別
当
に

関
す
る
研
究
史
を
振
り
返
っ
て
み
た
い
。
画
期
と
な
っ
た
の
は
福
眞
睦
城
氏
の
研

究
で
あ
る
。
福
眞
氏
に
よ
っ
て
、
院
政
期
以
降
、
祇
園
社
は
山
門
末
寺
の
性
格
を

強
め
、
ト
ッ
プ
で
あ
る
検
校
を
座
主
が
兼
帯
し
、
そ
の
下
に
位
置
す
る
別
当
に
は

座
主
の
出
身
門
跡
の
関
係
者
が
補
任
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
（
10
）。

そ
し
て
、
福
眞
氏
の
作
成
し
た
祇
園
別
当
の
一
覧
を
も
と
に
、
下
坂
守
氏
が
追
加

を
加
え
た
も
の
（
11
）が
中
世
の
祇
園
社
別
当
の
一
覧
と
し
て
現
在
広
く
利
用
さ
れ
て
い

る
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
編
纂
所
本
の
頭
注
に
祇
園
社
別
当
と
し
て
記
載
さ
れ

て
い
る
人
物
に
は
、
同
時
期
の
祇
園
社
別
当
と
し
て
こ
れ

ま
で
把
握
さ
れ
て
い
る
人
物
を
ほ
ぼ
全
員
含
む
（
12
）の
み
な
ら

ず
、
こ
れ
ま
で
祇
園
社
別
当
と
し
て
知
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
人
名
が
多
数
記
述
さ
れ
て
い
る
（
表
1
の
太
字
に
し
た

人
物
（
13
））。
こ
の
情
報
は
、
山
門
と
の
関
係
を
中
心
と
し
て

祇
園
社
の
歴
史
を
研
究
す
る
際
に
重
要
な
基
礎
情
報
と
な

る
だ
ろ
う
。

（
5
）
編
纂
所
本
の
特
徴
③
―
青
蓮
院
門
跡
関
連
の
記
述

次
に
、
編
纂
所
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
青
蓮
院
門
跡
出

身
座
主
関
連
の
記
述
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

表1：編纂所本の祇園別当記述一覧

祇園社別当

忠快法印

仁（任カ）尊法眼

承信法印

宗源僧都

公性法印

貞雲法印

泰承法眼

隆承法印

公性法印

尊実

隆承法印

聖増法印

尊実法印

公源法印

雲快法印

顕雲僧都

実増法印

禅成僧都

盛尊法印

聖憲法印

聖憲法印

公澄法印

座主

72世承円

72世承円

73世円基

73世円基

74世尊性法親王

75世良快

75世良快

75世良快

76世尊性法親王

76世尊性法親王

77世慈源

78世慈賢

79世慈源

80世道覚法親王

81世尊覚法親王

81世尊覚法親王

82世尊助法親王

82世尊助法親王

83世最仁法親王

84世澄覚

85世尊助法親王

85世尊助法親王

No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
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ま
ず
、
注
目
し
た
い
の
が
、「
御
」
の
字
の
つ
き
方
で
あ
る
。
編
纂
所
本
に
は
、

年
齢
や
行
動
に
「
御
」
の
字
が
つ
き
、
敬
意
が
示
さ
れ
て
い
る
座
主
が
い
る
（
表

2
参
照
）。
こ
の
記
述
は
刊
本
に
な
い
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
編
纂
所
本
独

自
の
記
述
と
い
っ
て
よ
い
。「
御
」
の
字
が
つ
く
座
主
の
パ
タ
ー
ン
は
二
つ
に
整

理
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
一
つ
は
法
親
王
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、

青
蓮
院
門
跡
出
身
の
座
主
（
行
玄
、
慈
円
、
慈
源
）
で
あ
る
（
14
）。

次
に
法
名
の
記
し
方
に
も
注
目
し
た
い
。
編
纂
所
本
に
は
、
法
名
の
二
文
字
目

が
「
ー
」
に
な
っ
て
お
り
、
敬
意
が
示
さ
れ
て
い
る
座
主
が
い
る
（
15
）。
具
体
的
に
は
、

三
世
円
仁
、
一
八
世
良
源
、
四
八
世
行
玄
、
五
六
世
覚
快
、
六
二
・
六
五
・
六

九
・
七
一
世
慈
円
、
八
〇
世
道
覚
法
親
王
、
八
二
・
八
五
世
尊
助
法
親
王
、
八
四

世
澄
覚
法
親
王
、
八
八
世
道
玄
で
あ
る
。
一
瞥
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
四
八
世
行

玄
以
降
の
座
主
に
つ
い
て
は
、
青
蓮
院
門
跡
出
身
の
座
主
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
で

き
る
。

こ
の
法
名
の
記
し
方
に
関
し
て
は
、
も
う
二
点
興
味
深
い
点
を
指
摘
で
き
る
。

ま
ず
一
点
目
は
、
座
主
に
な
っ
て
い
な
い
人
物
の
記
し
方
で
あ
る
。
八
八
世
道
玄

の
項
に
は
、「
前
大
僧
正
最
守ー

入
室

受
法
灌
頂
弟
子
」
と
あ
り
、
最
守
と
い
う

人
物
に
も
敬
意
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
最
守
も
一
時
的
に
青
蓮
院
門
跡
と
な
っ

た
人
物
で
あ
る
。
も
う
一
点
は
、
青
蓮
院
門
跡
出
身
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
法

名
の
二
文
字
目
が
「
ー
」
に
な
っ
て
い
な
い
座
主
が
い
る
こ
と
で
あ
る
（
七
五
世

良
快
、
七
七
・
七
九
世
慈
源
（
16
））。

以
上
示
し
た
よ
う
な
法
名
の
記
し
方
は
、
当
該
期
に
発
生
し
て
い
た
青
蓮
院
門

跡
の
継
承
を
め
ぐ
る
相
論
と
関
係
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
は
長
期
間
に

わ
た
る
非
常
に
複
雑
な
相
論
だ
が
、
関
連
す
る
と
こ
ろ
を
整
理
す
る
と
、
鎌
倉
時

代
後
半
の
時
点
で
は
、
さ
ら
な
る
争
い
に
つ
な
が
る
要
素
を
含
み
つ
つ
、
良
快
―

慈
源
の
系
統
と
道
覚
―
尊
助
―
道
玄
の
系
統
が
争
っ
て
い
た
と
い
っ
て
良
い
だ
ろ

う
（
17
）。
こ
の
流
れ
の
中
で
出
て
く
る
青
蓮
院
門
跡
の
う
ち
、
前
者
の
系
統
の
人
物
の

法
名
に
「
ー
」
が
付
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
い
え
る
。

（
6
）
編
纂
所
本
の
成
立
時
期
・
背
景
に
つ
い
て

最
後
に
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
内
容
も
踏
ま
え
つ
つ
、
編
纂
所
本
の
成
立
時
期

や
背
景
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。

記
述
内
容
か
ら
見
る
と
、
時
系
列
的
に
最
後
の
記
事
と
な
る
の
は
、
編
纂
所
本

末
尾
の
九
〇
世
最
源
の
項
の
記
事
で
は
な
い
。
八
八
世
道
玄
の
項
の
「
同
六

年
癸
未
、正
月
十
二
日
、
三
社
神
輿
入
洛
事
、」
の
記
事
で
あ
る
。「
同
六
年
」
は
、

抄
出
の
際
に
も
と
の
年
が
不
明
確
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
で
、
弘
安
六
年
（
一

二
八
三
）
に
比
定
さ
れ
る
べ
き
記
事
で
あ
る
。
こ
の
時
期
、
天
王
寺
別
当
職
を
め

ぐ
る
延
暦
寺
と
園
城
寺
の
争
い
を
原
因
と
し
、
山
門
の
大
衆
が
日
吉
社
等
の
神
輿

を
動
座
さ
せ
、
内
裏
に
乱
入
す
る
と
い
う
事
件
が
起
き
て
い
た
（
18
）。
こ
の
記
事
は
刊

本
に
は
見
え
な
い
記
事
で
あ
る
が
、
関
連
史
料
が
あ
る
。『
門
葉
記
』
巻
百
二
十

（
弘
安
）

五
（
門
主
行
状
二
）
の
道
玄
の
項
に
あ
る
、「
同
六
年
正
月
十
六
日
、
於
二

内

裏
一万
里
小
路
殿
始
二

修
尊
勝
法
一、
去
六
日
日
吉
神
輿
入
洛
、
神
人
等
狼
藉
之
間
、
為
二

鎮
宅
一

云
々
、」
と
い
う
記
事
が
そ
れ
で
あ
る
。
大
衆
の
狼
藉
に
対
す
る
鎮
宅
の
た

め
に
内
裏
に
お
い
て
道
玄
が
祈
祷
を
行
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
時

系
列
的
に
見
る
と
、
弘
安
六
年
正
月
か
ら
正
安
二
年
五
月
の
間
に
成
立
し
た
と
言

え
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
こ
の
弘
安
六
年
正
月
の
祈
祷
の
記
事
が
編
纂
所
本
の
独
自
記
事
で
あ
り
、

か
つ
関
連
史
料
が
『
門
葉
記
』
に
し
か
現
状
見
当
た
ら
な
い
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。

前
述
し
た
よ
う
な
、
青
蓮
院
門
跡
出
身
の
座
主
に
対
す
る
記
述
な
ど
も
合
わ
せ
て

考
え
る
と
、
編
纂
所
本
は
、
青
蓮
院
門
跡
周
辺
と
深
い
関
わ
り
を
も
っ
て
成
立
し

た
可
能
性
を
指
摘
で
き
る
（
19
）。
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表2：青蓮院門跡関連記述における「御」の付き方

本文

久寿二年〈乙亥〉十一月五日、御入滅、〈御年五十九、〉

久寿三年〈丙子〉三月卅日、任権僧正為座主、〈御年五十三、〉

安元三年〈丁酉〉五月十一日、任座主、〈御年四十四、〉

法性寺禅定殿下御息 母仲光女

建久三年〈壬子〉十一月廿九日、任権僧正并座主、〈御年卅八、〉
同廿三日、為拝堂御登山、〈先為法務拝賀、御参閑院 内裏、自甘露王院有此
儀、〉

次被行初度御政 次饗膳 次賜寺官禄物

同廿一日、被行恒例御政、

八月十六日、以無動寺御本房大乗院為中宮御願遂供養、

同廿五日、辞退座主・法務・権僧正・護持僧等御籠居、〈御年四十二、〉

正治二年二月廿日、被申置阿闍梨三口於無動寺、〈御籠居之後始応勅喚、〉

建久七年〈丙辰〉十一月卅日、任座主、〈御年廿八、卅未満座主之初例也、〉

□□〔五日〕、於白河御房請 宣命、

同廿八日、為拝堂御登山、〈自三条御房有此儀〉

四月十一日、依御病辞退座主職、

去八日、依座主御病延引云々、

同廿七日、於白河御房薨逝、〈御年廿九、〉

建仁元年〈辛酉〉二月十八日、還補座主、〈御年四十七、〉

四月一日、為拝堂密儀御登山、先於大乗院請印鎰

同十八日、任大僧正、〈御年四十九 為前権僧正 超正僧正【真性】任大、
任臨時朝恩僧正之初例也云々、〉

建暦二年〈壬申〉正月十六日、還補座主、〈御年五十八、三ケ渡還補之初例也、〉

建暦三年〈癸酉〉十一月十九日、還補座主、〈御年五十九、四ケ度還補之初例、〉

同十日、辞退座主職被送印鎰、〈御年六十、〉

同元年九月廿五日、御入滅、〈御年七十一、〉

御母北白川院

安貞元年〈丁亥〉十二月廿七日、任座主、〈御年三十四、〉

同十四日於綾小路御房請 宣命、

貞永元年〈壬辰〉八月廿五日、還補座主、〈御年卅九、〉

同四年〈戊戌〉閏二月十六日、辞退座主、被送印鎰、〈御年四十五、〉

延応元年九月三日、於北白川殿薨逝、〈御年四十六、〉

禅定殿下御息

宝治元年〈丁未〉三月廿五日、任座主、〈御年四十四、夏臈三十二、〉

建長元年〈己酉〉九月六日、任座主、〈御年三十五、〉

土御門院御子

六条宮雅成親王御子

文永四年〈丁卯〉七月十五日、〈庚子〉還補座主、〈御年五十四、〉

門跡

青蓮院

梨本

青蓮院

青蓮院

青蓮院

青蓮院

青蓮院

青蓮院

青蓮院

青蓮院

青蓮院

梨本

梨本

梨本

梨本

梨本

梨本

青蓮院

青蓮院

青蓮院

青蓮院

青蓮院

青蓮院

青蓮院

妙法院

妙法院

妙法院

妙法院

妙法院

妙法院

青蓮院

青蓮院

梨本

青蓮院

梨本

青蓮院

座主名

48世行玄

49世最雲法親王

56世覚快法親王

62世慈円

62世慈円

62世慈円

62世慈円

62世慈円

62世慈円

62世慈円

62世慈円

63世承仁法親王

63世承仁法親王

63世承仁法親王

63世承仁法親王

63世承仁法親王

63世承仁法親王

65世慈円

65世慈円

65世慈円

69世慈円

71世慈円

71世慈円

71世慈円

74世尊性法親王

74世尊性法親王

74世尊性法親王

76世尊性法親王

76世尊性法親王

76世尊性法親王

77世慈源

80世道覚法親王

81世尊覚法親王

82世尊助法親王

84世澄覚法親王

85世尊助法親王

No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36
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以
上
、
甚
だ
簡
単
な
が
ら
紹
介
を
行
っ
た
。
明
ら
か
に
出
来
な
か
っ
た
点
が
多

い
上
、
重
大
な
誤
り
も
多
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
史
料
紹
介
が
『
天
台
座
主

記
』
を
用
い
た
研
究
に
寄
与
す
る
点
が
あ
る
こ
と
を
望
み
つ
つ
擱
筆
し
た
い
。

註（
1
）
た
だ
し
、
諸
事
情
の
た
め
筆
者
が
原
本
調
査
を
行
え
て
い
な
い
。
書
誌
的

事
項
に
つ
い
て
は
、
不
十
分
で
あ
る
点
を
お
詫
び
し
て
お
き
た
い
。

（
2
）
後
述
す
る
よ
う
に
、
編
纂
所
本
は
青
蓮
院
門
跡
周
辺
と
深
い
関
わ
り
を

も
っ
て
成
立
し
た
可
能
性
が
高
い
。
青
蓮
院
に
関
わ
る
「
増
全
」
と
い
う
人

物
に
つ
い
て
は
、
嘉
禎
四
年
（
一
二
三
八
）
七
月
に
慈
源
の
勤
仕
し
た
修
法

に
よ
っ
て
法
橋
に
昇
進
し
た
人
物
が
お
り
、
注
目
さ
れ
る
（『
門
葉
記
』
勤

行
法
四
）。
た
だ
し
、
年
代
か
ら
考
え
て
、
こ
の
人
物
が
正
安
二
年
（
一
三

〇
〇
）
ま
で
存
命
で
あ
る
こ
と
は
や
や
考
え
に
く
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、

可
能
性
と
し
て
提
示
し
て
お
き
た
い
。

（
3
）
『
京
都
帝
室
博
物
館
列
品
目
録

第
1
回

訂
正
版
』
一
九
〇
二
年
。

（
4
）
請
求
記
号：

RS
4105

―58

。
川
瀬
一
馬
が
昭
和
一
〇
〜
一
一
年
、
及
び
一

三
年
に
調
査
し
た
際
に
作
成
し
た
略
目
録
を
も
と
に
、
昭
和
一
四
年
に
作
成

し
た
も
の
で
、
川
瀬
一
馬
編
『
田
中
教
忠
蔵
書
目
録
』（
私
家
版
、
一
九
八

二
年
）
の
も
と
に
な
っ
た
目
録
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
所
蔵
史
料
目
録
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
の
「
解
題
」
よ
り
）。

（
5
）
横
山
學
『
書
物
に
魅
せ
ら
れ
た
英
国
人
』（
吉
川
弘
文
館
（
歴
史
文
化
ラ

イ
ブ
ラ
リ
ー
）、
二
〇
〇
三
年
）

（
6
）
『
弘
文
荘
待
賈
古
書
目
』
三
〇
号
、
一
九
五
七
年
。

（
7
）
正
確
に
言
え
ば
、
二
世
円
澄
の
項
は
冒
頭
の
み
。

（
8
）
黒
板
勝
美
編
『
真
福
寺
善
本
目
録
』（
私
家
版
、
一
九
三
五
年
）、
黒
板
勝

美
編
『
真
福
寺
善
本
目
録
続
輯
』（
私
家
版
、
一
九
三
六
年
）。

（
9
）
智
山
伝
法
院
編
『
真
福
寺
文
庫
撮
影
目
録
』
上
・
下
（
真
言
宗
智
山
派
宗

務
庁
、
一
九
九
七
・
一
九
九
八
年
）。

（
10
）
福
眞
睦
城
「
祇
園
別
当
の
成
立
と
変
遷
―
比
叡
山
と
の
関
係
か
ら
―
」

（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
五
一
号
、
一
九
九
六
年
）。

（
11
）
下
坂
守
「
中
世
門
跡
寺
院
の
歴
史
的
機
能
」（『
中
世
寺
院
社
会
の
研
究
』

思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
一
年
、
初
出
一
九
九
九
年
）。
以
下
、
下
坂
論
文
と

す
る
。

（
12
）
下
坂
論
文
で
示
さ
れ
た
祇
園
社
別
当
の
一
覧
と
の
間
で
説
明
を
要
す
る
点

が
二
つ
あ
る
。
一
点
目
は
、『
葉
黄
記
』
宝
治
二
年
八
月
五
日
条
を
根
拠
と

し
、
八
〇
世
道
覚
法
親
王
の
も
と
で
の
祇
園
社
別
当
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い

る
実
乗
院
円
源
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
人
物
に
つ
い
て
は
、
編
纂
所
本
に

記
載
が
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
考
を
期
し
た
い
。
二
点
目
は
、
下
坂

論
文
で
は
七
二
世
承
円
の
も
と
で
の
祇
園
社
別
当
と
さ
れ
て
い
る
任
尊
に
つ

い
て
で
あ
る
。
こ
の
人
物
は
、
編
纂
所
本
に
記
述
が
あ
る
「
仁
尊
法
眼
」
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

（
13
）
ち
な
み
に
、
八
五
世
尊
助
法
親
王
の
も
と
で
の
二
人
目
の
祇
園
社
別
当
と

し
て
記
載
が
あ
る
「
公
澄
法
印
」
に
つ
い
て
は
「
院
主
兼
帯
」
と
あ
る
。
こ

の
「
院
主
」
に
つ
い
て
は
、
西
塔
院
主
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
西
塔
院
主

に
つ
い
て
は
、
貝
塚
啓
希
「
史
料
紹
介
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
所
蔵

『
天
台
座
主
記
』（
一
）」（『
東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
室
紀
要
』
二
七
号
、

二
〇
二
三
年
）
お
よ
び
本
号
所
収
の
貝
塚
論
文
も
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

（
14
）
摂
関
家
出
身
者
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
が
、
反
例
が
存
在
す
る
（
七
三
世

円
基
、
八
六
世
慈
禅
な
ど
）。

（
15
）
た
だ
し
、
現
状
の
編
纂
所
本
に
お
い
て
は
「
ー
」
の
横
に
字
が
補
わ
れ
て
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い
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、『
天
台
座
主
記
』
編
纂
・
書
写
の
ど
の
段

階
の
認
識
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
今
後
さ
ら
な
る
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ

る
。

（
16
）
た
だ
し
、
慈
源
に
つ
い
て
は
、「
御
」
の
字
が
付
い
て
い
る
が
、
法
名
に

は
敬
意
が
示
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
矛
盾
し
た
状
態
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の

点
は
、『
天
台
座
主
記
』
の
も
と
に
な
っ
た
史
料
の
記
述
が
そ
の
ま
ま
引
き

継
が
れ
て
い
る
可
能
性
な
ど
も
含
め
て
、
後
考
を
期
し
た
い
。

（
17
）
稲
葉
伸
道
「
青
蓮
院
門
跡
の
成
立
と
展
開
」（
河
音
能
平
・
福
田
栄
次
郎

編
『
延
暦
寺
と
中
世
社
会
』
法
蔵
館
、
二
〇
〇
四
年
）、
平
雅
行
「
青
蓮
院

の
門
跡
相
論
と
鎌
倉
幕
府
」（
河
音
能
平
・
福
田
栄
次
郎
編
『
延
暦
寺
と
中

世
社
会
』
法
蔵
館
、
二
〇
〇
四
年
）
ほ
か
。

（
18
）
『
勘
仲
記
』
同
年
正
月
六
日
条
ほ
か
。

（
19
）
杉
田
建
斗
氏
が
、
編
纂
所
本
上
下
巻
の
切
れ
目
が
、
刊
本
の
八
七
世
ま
で

の
底
本
で
あ
る
覚
深
本
・
重
華
本
の
中
・
下
巻
の
切
れ
目
と
一
致
す
る
と
指

摘
し
て
い
る
点
も
注
目
さ
れ
る
（
杉
田
建
斗
「『
天
台
座
主
記
』
の
写
本
系

統
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」『
東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
室
紀
要
』
二
七
号
、

二
〇
二
三
年
）。
覚
深
本
・
重
華
本
の
祖
本
と
編
纂
所
本
は
途
中
ま
で
同
系

統
の
写
本
だ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
両
者
が
分
か
れ
た
タ
イ
ミ
ン
グ
に
つ
い

て
は
い
く
つ
か
の
可
能
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
後
考
を
期
し
た
い
。

凡
例

・
文
字
は
お
お
む
ね
現
時
通
用
の
字
体
に
改
め
た
。
ま
た
、
文
字
の
一
部
の
み
が

書
か
れ
て
い
る
場
合
、
文
脈
上
明
ら
か
な
も
の
は
、
本
来
の
文
字
に
直
し
た
。

・
行
替
わ
り
や
空
白
に
つ
い
て
は
、
な
る
べ
く
史
料
原
本
の
形
を
尊
重
し
た
。
た

だ
し
、
レ
イ
ア
ウ
ト
の
都
合
で
追
い
込
ん
だ
箇
所
に
つ
い
て
は
、
改
行
箇
所

に
」
を
付
し
た
。

・
各
丁
の
表
裏
が
変
わ
る
ご
と
に
、
右
上
に
（
1
オ
）（
1
ウ
）
の
よ
う
に
丁
数

を
表
記
し
た
。

・
レ
イ
ア
ウ
ト
の
都
合
上
、
頭
書
に
つ
い
て
は
、
そ
の
開
始
位
置
に
※
や
※
※
を

付
し
、
座
主
の
代
替
わ
り
や
丁
の
区
切
り
に
翻
刻
し
た
。
行
が
替
わ
る
ご
と
に

／
で
示
し
た
。

・
人
名
・
年
月
日
等
の
注
は
（
）、
校
訂
注
は
〔
〕
で
記
し
た
。
な
お
、
校
訂
注

に
際
し
て
、
渋
谷
慈
鎧
編
『
校
訂
増
補

天
台
座
主
記
』（
比
叡
山
延
暦
寺
開

創
記
念
事
務
局
、
一
九
三
五
年
）
を
参
考
に
し
た
箇
所
が
あ
る
。

翻
刻

（
原
表
紙
）

（
外
題
）
天
台
座
主
記
下

（
1
オ
）（内

題
）

天
台
座
主
記
下

第
六
十
二
権
僧
正
慈
ー
諡
慈
鎮
、青
蓮
院

治
山
四
年

（
藤
原
忠
通
）

（
藤
原
）

法
性
寺
禅
定
殿
下
御
息

母
仲
光
女

覚
快ー
親
王
入
室

全
玄
前
大
僧
正
灌
頂
弟
子

観
性
法
橋
受
法

晴
暹
師
受
法

元
暦
元
年
十
二
月
廿
日
、
為
御
持
僧
、

建
久
三
年
壬子
十
一
月
廿
九
日
、
任
権
僧
正
并
座
主
、
御
年
卅
八
、

勅
使
少
納
言
藤
原
親
家
、
十
二
月
二
日
、
登
山
、

同
十
六
日
、
於
甘
露
王
院
廊
請

宣
命
、
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（
後
鳥
羽
）

同

四
年
癸丑
自
正
月
八
日
於
閑
院
■
皇
居
、
為

主
上

〔
御
カ
〕
□
疱
瘡
御
祈
被
修
七
仏
薬
師
法
参
内
之
間
、
被

（
1
ウ
）〔召

具
カ
〕

□
□
所
司
等
、
同
十
五
日
結
願
、
有
勧
賞
、
令
権

大
僧
都
実
円
兼
叙
法
印
、

（
同
年
三
月
）

同
廿
三
日
、
為
拝
堂
御
登
山
、
先
為
法
務
拝
賀
、
御
参
閑
院
内
裏
、

自
甘
露
王
院
有
此
儀
、

先
着
無
動
寺
不
動
堂
、
入
堂
、
酉
刻
於
南
山
房
受

印
鎰
、

次
被
行
初
度
御
政
、

次
饗
膳
、

次
賜
寺
官
禄
物
、

次
拝
堂
、

同
廿
七
日
、
御
社
拝
賀
、
自
大
宮
彼
岸
所

有
此
儀
、

四
月
一
日
、
参
前
唐
院
、
被
開
一
箱
、
内
陣
役
、成
円
阿
闍
梨
、

今
日
、
同
被
開
御
経
蔵
、

同
七
日
、
被
行
初
度
授
戒
、

十
月
十
一
日
、
行
幸
日
吉
社
、
有
勧
賞
、

（
2
オ
）

座
主
権
僧
正
慈
ー
、
以
已
講
範
源
・
法
勝
寺
三
綱
覚
明
等

叙
法
橋
、
当
社
行
幸
賞
分
譲
二
人
是
初
例
也
、

別
当
法
印
弁
雅
、
以
阿
闍
梨
成
円
任
権
律
師
、

権
別
当
法
印
権
大
僧
都
実
全
、
以
阿
闍
梨
明
昌
任
権
律
師
、

同
五
年
甲寅
正
月
十
六
日
、
上
表
辞
退
座
主
・
法
務
・
僧
正
等
、
被

送
印
鎰
、
然
間
、
不
可
被
納
座
主
辞
表
之
由
、
衆
徒
奉

（
藤
原
）

奏
状
、
三
月
三
日
、
以
蔵
人
頭
中
宮
亮
宗
頼
朝
臣
為

勅
使
返
辞
表
、
仍
同
六
日
、
被
迎
返
印
鎰
、
山
務
如
元
、

同
廿
一
日
、
被
行
恒
例
御
政
、

七
月
廿
三
日
、
於
閑
院
皇
居
被
始
修
熾
盛
光
法
、
勧
賞
追
可
被

申
請
云
々
、

八
月
十
六
日
、
以
無
動
寺
御
本
房
大
乗
院
為
中
宮
御
願

（
2
ウ
）

遂
供
養
、
被
申
置
阿
闍
梨
三
口
、
建
久
六
年
正
月
、

被
定
置
之
、

九
月
廿
三
日
、
青
蓮
院
焼
亡
、

十
二
月
二
日
、
行
幸
祇
園
社
、
有
勧
賞
、

検
校
権
僧
正
慈
ー
、
以
法
橋
覚
明
転
叙
法
眼
、

別
当
権
律
師
貞
覚
、
転
任
権
少
僧
都
、

同
六
年
乙卯
九
月
日
、
於
大
乗
院
被
始
行
勧
学
講
、
限

未
来
際
可
被
興
隆
顕
密
法
云
々
、
以
越
前
国

藤
嶋
庄
為
其
用
途
、

十
二
月
廿
七
日
、
阿
闍
梨
公
全
叙
法
眼
、
寒
御
祈

賞
譲
、

同
七
年
丙辰
正
月
十
三
日
、
令
権
少
僧
都
良
尋
叙◦
法
印

令
阿
闍
梨
良
雲
任
権
律

去
々
年
熾
盛
光
法
賞
譲
、

師
、

去
年
中
宮
御
祈

仏
眼
法
賞
譲
、

（
3
オ
）十

一
月
十
五
日
、
授
両
部
灌
頂
於
法
印
良
尋
、
讃
衆
廿
人
、

同
廿
五
日
、
辞
退
座
主
・
法
務
・
権
僧
正
・
護
持
僧
等
御
籠
居
、
御
年
四
十
二
、

正
治
二
年
二
月
廿
日
、
被
申
置
阿
闍
梨
三
口
於
無
動
寺
、
御
籠
居
之
後

始
応
勅
喚
、

九
月
十
一
日
、
令
権
大
僧
都
仁
慶
兼
叙
法
印

於
仙
洞
被
修
如
法
北
斗
法
賞
也
、

〻

二
品
親
王
王
産
御
祈
七
仏

薬
師
法
賞
譲
、

同
三
年
正
月
卅
日
、
令
法
眼
証
真
任
権
少
僧
都
、
院
御
祈
法
花

法
賞
譲
、

第
六
十
三
無
品
親
王
承
仁
円
融
房

治
山
五
ケ
月
、

後
白
河
院
皇
子

明
雲
大
僧
正
入
室

顕
真
権
僧
正
灌
頂
弟
子

建
久
七
年
丙辰
十
一
月
卅
日
、
任
座
主
御
年
廿
八
、

卅
未
満
座
主
之
初
例
也
、

勅
使
少
納
言
平
宗
兼
、

十
二
月
一
日
、
登
山
、
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〔
同
五
日
〕

□
□
於
白
河
御
房
請

宣
命
、

（
3
ウ
）

十
二
月
廿
一
日
、
為
護
持
僧
修
如
意
輪
法
、

同
廿
八
日
、
為
拝
堂
御
登
山
、
自
三
条
御
房

有
此
儀
、

同
廿
九
日
、
御
社
拝
賀
、
自
西
南
院

有
此
儀
、

四
月
十
一
日
、
依
御
病
辞
退
座
主
職
、

同
日
、
依

宣
旨
以
法
印
良
宴
為
戒
和
尚
被
行
授
戒
、

去
八
日
、
依
座
主
御
病
延
引
云
々
、

文
治
元
年
イ

同
廿
七
日
、
於
白
河
御
房
薨
逝
、
御
年
廿
九
、

第
六
十
四
僧
正法印
弁
雅
金
剛
寿
院

治
山
四
年

大
納
言
源
顕
雅
卿
息

重
愉
権
僧
正
弟
子

実
寛
権
僧
正
弟
子

覚
算
法
印
灌
頂
弟
子

建
久
八
年
丁巳
五
月
廿
一
日
、
任
座
主
年
六
十
三
、

去
年
八
月
喪
母

一
期
中
也
、

勅
使
少
納
言
高
階
隆
経
、

同
廿
三
日
、
登
山
、

（
4
オ
）

六
月
廿
三
日
、
於
浄
土
寺
房
請

宣
命
、

十
月
十
四
日
、
拝
堂
、

同
十
五
日
、
参
前
唐
院
、
開
一
箱
、

同
十
六
日
、
御
社
拝
賀
、

十
二
月
廿
二
日
、
修
勧
学
講
、

自
同
廿
四
日
為
正
朔
日
、
日
蝕
御
祈
於
根
本
中
堂
修
七
仏

薬
師
法
、

同
九
年
戊午
三
月
十
五
日
、
後
鳥
羽
院
初
度

上
皇
御
幸
日
吉
社
、
有
勧
賞
、

座
主
法
印
弁
雅
、
任
権
僧
正
、

別
当
法
印
権
大
僧
都
実
全
、
以
已
講
仁
快
申
任
権
律
師
、

権
別
当
権
大
僧
都
承
円
、
叙
法
印
、

九
月
十
六
日
、
可
処
執
当
実
誓
法
眼
於
流
罪
之
由
、
被
下

院
宣
、
是
依
赤
土
庄
千
僧
供
事
、
西
塔
・
横
川
衆
徒

以
使
者
譴
責
之
処
、
相
語
東
塔
一
類
衆
徒
、
追
立

（
4
ウ
）

使
者
之
間
、
両
塔
以
講
説
文
書

并
千
僧
供
往

〔
帳
脱
ヵ
〕

来
送
置
座
主
本
房
金
剛
寿
院
、
訴
申
、
依
之
被

行
其
科
云
々
、
又
衆
徒
張
本
寿
玄
・
経
雲
被
行

遠
流
了
、

四
月
廿
七
日
改
元
正
治

同
十
年
己未
正
月
十
三
日
、
転
任
僧
正
、
年
六
十
五
、

（
後
鳥
羽
院
）

十
一
月
十
七
日
、

上
皇
御
幸
日
吉
社
、
御
浄
衣
、有
勧
賞
、

検
校
僧
正
弁
雅
、
以
阿
闍
梨
尊
栄
叙
法
橋
、

別
当
法
印
権
大
僧
都
実
全
、
以
阿
闍
梨
慶
全
叙
法
橋
、

権
別
当
法
印
権
大
僧
都
承
円
依
乳
母
別
当
三
位
逝
去
、
雖
無
着
座

追
十
二
月
廿
九
日
、
令
阿
闍
梨
仙
昌
叙
法
橋
、

（
藤
原
）

六
月
廿
四
日
、
大
理
公
継
卿
被
止
左
衛
門
督
・
検
非
違
使

（
藤
原
）

別
当
、
官
人
能
宗
遠
流
隠
岐
国
、
同
息
男
左
衛
門
尉

（
5
オ
）

隆
景
・
春
宮
坊
帯
刀
重
宗
各
解
却

見
任
、
庁
下
部
七
人

遣
夷
島
、
是
依
大
津
神
人
之
愁
、
衆
徒
之
訴
也
、

（
正
治
三
年
）

二
月
十
日
入
滅
、
年
六
十
七
、

不
食
上
於
壇
所
付
別
所
労
云
々
、

第
六
十
五
大
僧
正
前
権
僧
正
慈
円ー
青
蓮
院

治
山
二
年

建
仁
元
年
辛酉
二
月
十
八
日
、
還
補
座
主
、
御
年
四
十
七
、

勅
使
少
納
言
源
信
歟重定
、

同
廿
六
日
、
登
山
、
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同
ム
日
、
請

宣
命
、

四
月
一
日
、
為
拝
堂
密
儀
御
登
山
、
先
於
大
乗
院
請
印
鎰
、

次
被
行
初
度
御
政
、
・
・
・

十
月
三
日
、

上
皇
御
幸
日
吉
社
、
御
浄
衣
、有
勧
賞
、

座
主
前
権
僧
正
慈
ー
以
法
眼
公
修
任
権
少
僧
都
、

（
5
ウ
）

（
建
仁
二
年
）

七
月
七
日
、
俄
辞
座
主
職
被
送
印
鎰
、

（
建
仁
三
年
二
月
）

同
十
八
日
任
大
僧
正
、
御
年
四
十
九
、

為
前
権
僧
正

超
正
僧
正
真性

任
大
、

任
臨
時
朝
恩
僧
正
之
初
例
也
云
々
、

（
承
元
元
年
）

十
一
月
卅
日
、
補
天
王
寺
別
当
実
慶
入
滅
之
替
、

明
雲
辞
退
之
後
、
山
門
始
補
此
職
、

西
第
六
十
六
権
僧
正
法
印
実
全
妙
法
院

治
山
一
年

（
藤
原
）

（
藤
原
）

右
大
臣
公
能
公
息

母
民
部
大
輔
忠
成
女

昌
雲
大
僧
正
入
室

恵
淵
阿
闍
梨
灌
頂
弟
子

建
仁
二
年
壬戌
七
月
十
三
日
、
任
座
主
年
六
十
二
、

勅
使
少
納
言
源
信
定
、

同
日
、
登
山
、

同
十
六
日
、
於
綾
小
路
房
請

宣
命
、

八
月
廿
七
日
、
遂
拝
堂
、
先
於
妙
法
院
請
印
鎰
、

同
廿
八
日
、
御
社
拝
賀
、

（
6
オ
）

（
後
鳥
羽
院
）

同
三
年
癸亥
六
月
廿
九
日
、

上
皇
御
幸
日
吉
社
、
有
勧
賞
、

検
校
権
僧
正
実
全
、
以
阿
闍
梨
実
信
叙
法
橋
、

別
当
法
印
権
大
僧
都
承
円
以
権
律
師
仁
快
転
権
少
僧
都
、

権
別
当
不
見
、

八
月
廿
五
日
、
上
表
辞
退
座
主
職
、
送
印
鎰
、

行
学
合
戦
事承
久
三
年
五
月
十
日
、
入
滅
、
年
八
十
一
、

第
六
十
七
大
僧
正

僧
正
真
性
宣
陽
房

又
大
乗
院

治
山
二
年

（
藤
原
）

後
白
河
院
孫
王

以
仁
王
男

母
民
部
大
輔
忠
成
女

昌
雲
大
僧
正
入
室

明
雲
大
僧
正
・
承
仁
親
王
等
弟
子

契
仲
阿
闍
梨

灌
頂
弟
子
」
慈
ー
前
大
僧
正
重
受

建
仁
三
年
癸亥
八
月
廿
八
日
、
任
座
主
年
卅
七
、

九
月
十
五
日
、
依
行
学
騒
動
、
辞
退
座
主
職
、
不
被
遂
宣
命
以
前

辞
退
、
是
初
例
也
、

（
6
ウ
）

座
主
辞
退
之
後
、
及
数
月
執
当
長
胎
行
寺
家
事
、

然
間
権
僧
正
実
円
可
為
其
替
之
由
、
粗
有

天
気
、
披
露

之
処
、
大
衆
不
可
叙
用
之
旨
、
以
三
綱
経

奏
聞
、
重
有

（
藤
原
）

評
議
、
十
月
廿
七
日
、
以
蔵
人
頭
左
中
弁
長
房
為

勅
使
、

可
為
座
主
之
由
被
仰
下
云
々
、

十
一
月
五
日
、
王
子
宮
神
殿
彼
岸
所
等
焼
亡
、

同
六
日
、
八
王
子
・
三
宮
神
殿
彼
岸
所
等
焼
亡
、

同
十
四
日
、
勅
使
少
納
言
藤
原
忠
明
登
山
、

同
十
八
日
、
於
甘
露
王
院
廊
請

宣
命
、

十
二
月
十
五
日
、

上
皇
御
幸
日
吉
、
被
行
競
馬
、
有
勧
賞
、

座
主
僧
正
真
性
以
一
身
阿
闍
梨
兼
円
叙
法
眼

二
月
改
元
々
久

同
四
年
甲子
正
月
廿
九
日
、
為
拝
堂
登
山
、

（
7
オ
）

先
着
無
動
寺
、
於
南
山
房
請
印
鎰
、
被
行
政
等
、
次
拝
堂
、

同
卅
日
、
御
社
拝
賀
、

三
月
、
補
根
本
中
堂
顕
密
供
僧
、
定
安
居
以
下
行

法
等
、
権
少
僧
都
証
真
依

院
宣
并
貫
首
教
命
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執
行
堂
務
、

（
四
月
）

同
十
一
日
、
新
造
日
吉
七
社
神
輿
、
自

公
家
奉
送
本
社
、

（
マ
マ
）

同
八
日
、
八
王
子
・
三
宮
遷
宮
、

元
久
二
年
乙丑
三
月
廿
日
、
二
宮
遷
宮
、

十
月
二
日
乙亥
午
時
、
講
堂
・
四
王
院
・
延
命
院
・
法
華
堂
・

常
行
堂
・
鐘
楼
・
文
殊
楼
・
五
仏
院
・
実
相
院
・

御
経
蔵
・
虚
空
蔵
惣
社
・
南
谷
彼
岸
所
・
円
融
房
・

（
7
ウ
）

極
楽
房
・
桜
下
房
等
焼
亡
、
法
花
常
行◦
法
移
修

食
堂
■
、
中
堂
恐
餘
炎
仏
像
等
奉
渡
随
自
意
堂
了
、

寛
喜
二
年
六
月
十
四
日
、
入
滅
、
年
六
十
四
、

第
六
十
八
法
印
権
僧
正
権
大
僧
都
承
円
円
融
房
、

治
山
七
年

（
藤
原
基
房
）

（
藤
原
）

松
殿
禅
定
殿
下
息

母
前
太
政
大
臣
忠
雅
公
女

承
仁
親
王
入
室

仙
雲
法
印
灌
頂
弟
子

元
久
二
年
乙丑
十
二
月
十
三
日
、
任
座
主
、
年
廿
六
、

勅
使
少
納
言
藤
原
長
季
、
同
十
四
日
、
登
山
、

同
十
五
日
、
於
三
条
房
請

宣
命
、

（
元
久
三
年
）

四
月
十
三
日
、
為
拝
堂
登
山
、
先
移
徒
円
融
房
、

次
請
印
鎰

被
行
政
等
、

（
8
オ
）

〔
堂
脱
カ
〕

七
月
廿
四
日
、
法
花
堂
常
行
・
四
王
院
・
文
殊
楼
・
実
相
院
等

上
棟
、
和
尚
有
登
山
所
被
行
也
、

八
月
十
日
、
法
花
常
行
堂
本
尊
安
置
之
、
和
尚
有
登
山
、
所
被

行
也
、

十
一
月
十
三
日
、
参
前
唐
院
被
開
一
箱
、
内
陳
役
、仙
雲
法
印
、

（
後
鳥
羽
院
）

同
廿
二
日
、

上
皇
御
幸
日
吉
、
有
勧
賞
、
先
御
幸
梶
井
、
有
御

一
宿
、

〔
円
脱
カ
〕

座
主
権
僧
正
承
、
以
阿
闍
梨
朝
縁
・
前
阿
闍
梨
明
慶
申
叙
法
橋
、

（
建
永
二
年
）

正
権
別
当
不
見

十
一
月
十
三
日
、
可
停
止
園
城
寺
所
司
赤
袈
裟
着
用
之
由
、
被
下

院
宣
、
是
長
吏
前
大
僧
正
実
慶
募
多
年
護
持
之
功

績

金
剛
童
子
二
壇
之
労■
効
、
依
申
請
去
月
廿
八
日

勅
許
、
依
之
衆
徒
蜂
起
、
捧

奏
状
訴
申
之
間
、
自
今
以
後

可
止
着
用
之
由
被
仰
下
也
、

（
8
ウ
）

承
元
二
年
戊辰
四
月
十
九
日
、
大
講
堂
事
始
、

（
後
鳥
羽
院
）

八
月
二
日
、
上
皇
御
幸
日
吉
社
、
有
勧
賞
、

座
主
権
僧
正
承
円
、
以
阿
闍
梨
行
清
叙
法
橋

（
承
元
三
年
）

（
後
鳥
羽
院
）

六
月
十
三
日
、
上
皇
御
幸
日
吉
、

七
月
十
一
日
、
惣
持
院
阿
闍
梨
房
等
焼
亡
、

同
卅
日
、
遣
左
少
弁

（
藤
原
）

範
時
実
検
、

八
月
十
九
日
、
座
主

前
大
僧
正
坊
、
前
権
僧
正
実
全
、

法
印
経
源
・
成
円
・
尊
長
・
公
円
長
吏
、
権
大
僧
都
聖
覚
・

明
禅
・
承
信
、
権
少
僧
都
公
暁
等
含

院
宣
登
山
、
於
院
々

谷
々
、
可
被
勅
免
堂
衆
之
由
、
被
仰
含
衆
徒
之
処
、
山
門

忽
擾
乱
、
同
廿
日
、
奉
振
上
七
社
神
輿
於
中
堂
、

仍
被
止
勅
免
議
了
、
同
廿
三
日
、
令
大
僧
都
聖
覚

（
9
オ
）

遂
一
万
体
慈
恵
大
師
供
養
、
今
日
奉
下
神
輿
於

本
社
了
、

221



九
月
九
日
、

上
皇
御
幸
、

十
二
月
廿
八
日
、
上
表
辞
退
座
主
并
法
務
等
、
被
送

印
鎰
、依◦
無
勅
許
被
迎
印
鎰
、

建
暦
二
年
壬申
正
月
十
五
日
、
重
上
表
遂
辞
退
両
職
、
年
卅
三
、

第
六
十
九
前
大
僧
正
慈
円ー
青
蓮
院
、

治
山
一
年

建
暦
二
年
壬申
正
月
十
六
日
、
還
補
座
主
御
年
五
十
八
、

三
ケ
度
還
補
之
初
例
也
、

（
源
）

勅
使
少
納
言
顕
平
、

同
十
七
日
、
登
山
、

同
廿
五
日
於
大
乗
院
請

宣
命
印
鎰
、

四
月
九
日

中
務
卿
宝
前
童
舞
、

同
十
八
日
、
王
子
宮
遷
宮
、

講
堂
本
尊
安
置
事
、

五
月
廿
五
日
、

（
9
ウ
）同

三
年
癸酉
正
月
二
日
、
辞
退
座
主
被
送
印
鎰
、

川

第
七
十
権
僧
正
公
円
寂
場
房
、

治
山
一
年

（
藤
原
）

入
道
左
大
臣
実
房
公
息

実
円
権
僧
正
入
室

慈
ー
前
僧
正
灌
頂
弟
子

建
暦
三
年
癸酉
正
月
十
一
日
、
任
権
僧
正
補
座
主
年
四
十
六
、

勅
使
少
納
言
源
信
定
、

同
十
九
日
、
登
山
、

同
日
、
於
粟
田
口
豪
円
法
印
房
請

宣
命
、

六
月
廿
一
日
、
惣
持
院
御
塔
・
灌
頂
堂
・
門
楼
等
上
棟
、

（
藤
原
）

座
主

勅
使
右
少
弁
長
資
登
山
行
之
、

（
八
月
）

同
十
日
、
関
白
殿
下
・
左
相
府
以
下
公
卿
於
院
殿
上

議
定
山
門
褒
賞
、
被
定
置
三
ケ
条
事
、
即
被

（
10
オ
）

下

院
宣
云
、

日
吉
祭
可
被
発
遣

勅
使
事
、

六
月
会
同
可
被
差
遣

勅
使
事
、

以
学
頭
一
臈
可
被
任
権
律
師
事
、
三
塔
之
内
一
臈
次
第

可
被
任
也
、

右
三
ケ
事
、
且
為
賁
神
明
之
威
光
、
且
為
添
仏
法
之

護
持
、
限
永
年
可
被
定
置
也
、
是
則
非
衆
徒
之
帰

道
理
、
不
背

勅
定
之
所
致
乎
、
此
上
弥
令
凝
三
千

徒
之
懇
誠
、
宜
奉
祈
億
兆
載
仙
算
之
由
、
可
下
知

給
者
、

院
宣
如
此
仍
執
達
如
件

八
月
十
一
日

按
察
光
親使判

謹
上

天
台
座
主
権
僧
正
御
房

（
10
ウ
）

十
一
月
十
八
日
、
日
吉
秋
季
御
祭
也
、
被
差
遣
勅
使
左
近

権
中
将
藤
原
資
平
、
自
爾
以
来
毎
年
発
遣
無
絶
、

同
十
九
日
、
辞
退
座
主
職
、

同
廿
日
、
送
印
鎰
、

第
七
十
一
前
大
僧
正
慈
円ー
謚
慈
鎮
、

治
山
一
年
八
ケ
月

十
二
月
改
元
建
保

建
暦
三
年
癸酉
十
一
月
十
九
日
、
還
補
座
主
御
年
五
十
九
、

四
ケ
度
還
補
之
初
例
、

勅
使
少
納
言
源
信
定

同
廿
五
日
、
登
山
、

（
十
二
月
）

同
七
日
、
六
月
会
講
師
代
三
年
勤
仕
了
之
後
、
可
被

抽
任
権
律
師
為

勅
使
供
給
用
途
以
最
勝
四
天
王

院
領
野
州
新
庄
可
被
改
付
延
暦
寺
、
又
為
諸
堂

造
営
可
被
寄
一
ケ
国
之
由
被
下

院
宣
、

（
11
園
城
寺
焼
失
事
、
第
五
ケ
度

オ
）

（
建
保
二
年
六
月
）

同
十
日
、
辞
退
座
主
職
、
被
送
印
鎰
、
御
年
六
十
、

嘉
禄
元
年
七
月
廿
三
日
、
奉
造
八
王
子
三
宮
御
拝
令
祝
座

宝
殿
、
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同
元
年
九
月
廿
五
日
、
御
入
滅
、
御
年
七
十
一
、

※

嘉
禎
三
年
三
月
八
日
、
謚
号
慈
鎮
、
依
前
大
僧
正
良
快
奏
也
、

滅
後
十
三
年
、

※
（
付
箋
）
出
雲
寺
司
敬
白
依
旧

第
七
十
二
僧
正権僧
正
承
円
円
融
房
、

治
山
七
年

※

建
保
二
年
甲戌
六
月
十
二
日
、
還
補
座
主
、
年
三
十
五
、

重
可
治
山
之
由
、
度
々
雖
被
仰
下
、
再
三
辞

之
間
、
先

内
々
被
下

院
宣
云
々
、

勅
使
少
納
言
源
信
定

同
廿
一
日
、
登
山
、

（
後
鳥
羽
院
）

同
四
年
丙子
六
月
十
五
日
、

上
皇
御
幸
日
吉
社
、
三
ケ
日
御
参

籠
、

※
祇
園
別
当
／
忠
快
法
印
／
仁
尊
法
眼

（
11
ウ
）

同
六
年
戊寅
三
月
廿
一
日
、
御
幸
日
吉
社
、

（
後
鳥
羽
院
）

五
月
十
日
、

上
皇
御
幸
日
吉
社
、

惣
持
院
作
営
事
、

十
一
月
廿
九
日
上
皇
・
修
明
門
院

両
院
御
幸
日
吉
、
七
ケ
日
御
参
籠
、

（
承
久
二
年
十
二
月
）

同
廿
六
日
、日

吉

上
皇
御
幸
日
吉
、

同
廿
九
日
、
辞
僧
正
、

同
三
年
年
辛巳
四
月
廿
四
日
、
辞
退
座
主
職
、
被
送
印
鎰
、
年
四
十
二
、

嘉
禎
二
年
十
月
十
六
日
、
於
大
原
入
滅
、
春
秋
五
十
七
、

第
七
十
三
大
僧
正
権
僧
正
円
基
金
剛
寿
院
、

治
山
六
年

（
藤
原
基
通
）

※

普
賢
寺
禅
定
殿
下
息

母
最
舜
法
眼
女

弁
雅
僧
正
入
室

勝
基
律
師
灌
頂
弟
子

政
春
阿
闍
梨
重
受

承
久
三
年
辛巳
八
月
廿
七
日
任
座
主
年
■
三
十
六

※
祇
・
・
・
／
承
信
法
印
／
宗
源
僧
都

（
12
オ
）

九
月
三
日
、
勅
使
少
納
言
藤
原
実
茂
登
山
、

同
七
日
、
於
浄
土
寺
房
請

宣
命
、

十
一
月
七
日
、
為
拝
堂
登
山
、
先
於
金
剛
寿
院
請
印
鎰
、

同
八
日
、
参
前
唐
院
開
一
箱
、
内
陣
役
良
快
法
眼
、

同
九
日
、
御
社
拝
賀
、

（
貞
応
二
年
）

今
年
六
月
会
、
勅
使
不
登
山
、
是
依
去
五
月
十
四
日

（
後
高
倉
院
）

法
皇
崩
御
、

（
嘉
禄
二
年
）

※
嘉
禄
五
月
廿
一
日
、
酉
刻
、
十
禅
師
宝
殿
御
正
体
動
揺
、

同
三
年
丁亥
正
月
三
日
、
横
川
元
三
出
仕
僧
綱
、
以
廿
人
可
為

定
数
之
由
議
定
、

同
十
四
日
、
前
唐
院
見
聞
大
衆
僉
議
云
、
末
代
之
習
、
国
衰

人
貧
、
云
神
事
、
云
仏
事
、
無
力
于
勤
仕
、
又
六
月
会
講
師

者
、
山
門
第
一
之
大
営
也
、
請
定
二
人
僧
綱
、
宜
令
営
一
会

※
十
月
廿
六
日
／
西
塔
・
横
川
／
合
戦
事
／
僧
禁
事

（
12
ウ
）

世
諦
云
々
、
仍
以
法
印
宗
雲
・
貞
雲
為
当
年
会
頭
、

（
同
年
十
二
月
）

同
廿
一
日
、
上
表
辞
退
座
主
職
、
被
送
印
鎰
、
年
四
十
二
、

嘉
禎
二
年
八
月
廿
三
日
、
於
浄
土
寺
房
入
滅
、
年
五
十
三
、

第
七
十
四
二
品
親
王
尊
性
妙
法
院
、

治
山
二
年

※

後
高
倉
院
第
一
皇
子

御
母
北
白
川
院
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実
全
前
権
僧
正
入
室

即
随
僧
正
灌
頂

隆
宴
法
印
受
法

安
貞
元
年
丁亥
十
二
月
廿
七
日
、
任
座
主
御
年
卅
四
、

同
二
年
戊子
正
月
八
日
、

勅
使
少
納
言
平
惟
忠
登
山
、

同
十
四
日
、
於
綾
小
路
御
房
請

宣
命
、

（
同
年
四
月
）

同
六
日
、
先
着
西
塔
妙
法
院
請
印
鎰
、

同
廿
一
日
、
祇
園
社
拝
賀
雖
非
先
規
、臨
時
有
此
儀
云
々
、

※
祇
ー
／
公
性
法
印

（
13
オ
）

三
月
改
元
寛
喜
安
貞
三
年
己丑
三
月
廿
五
日
、
文
殊
楼
焼
亡
、

同
卅
日
、
上
表
辞
退
座
主
職
、

四
月
四
日
被
送
印
鎰
、

四
月
十
一
日
、
二
宮
方
遷
宮
事
、

第
七
十
五
大
僧
正
僧
正
良
快
青
蓮
院
、

治
山
三
年

（
藤
原
兼
実
）

※

後
法
性
寺
禅
定
殿
下
息

尊
忠
法
印
入
室

慈
ー
大
僧
正
灌
頂
弟
子

随
覚
什
僧
都
・
性
舜
法

印
習

学
顕
宗

寛
喜
元
年
己丑
四
月
十
三
日
、
任
座
主
年
四
十
五
、

勅
使
少
納
言
藤
原
宗
明
、

同
十
六
日
、
登
山
、

同
十
七
日
、
於
吉
水
房
請

宣
命
、

七
月
一
日
、
拝
堂
、
先
於
無
動
寺
南
山
房
請
印
鎰
、

同
五
日
、
参
前
唐
院
、
開
一
箱
、
内
陳
役
成
源
前
大
僧

都
、
隆
玄
僧
都
、

※
祇
ー
／
貞
雲
法
印
／
泰
承
法
眼
／
隆
承
法
印

（
13
ウ
）

仁
治
三
年
十
二
月
十
七
日
、
於
康
楽
寺
入
滅
年
五
十
八
、

第
七
十
六
二
品
親
王
尊
性
妙
法
院

治
山
六
年

※

貞
永
元
年
壬辰
八
月
廿
五
日
、
還
補
座
主
、
御
年
卅
九
、

勅
使
少
納
言
菅
原
長
成
、

同
廿
八
日
、
登
山
、

九
月
十
一
日
、
於
綾
小
路
時
房
請

宣
命
、

（
天
福
元
年
）

七
月
廿
一
日
、
還
補
天
王
寺
別
当
、

十
一
月
改
元
嘉
禎

文
暦
二
年
乙未
十
二
月
八
日
、
辞
退
座
主
職
、
雖
及
再
三
無

勅
許
、
同
十
六
日
、
被
送
印
鎰
、

※
※

嘉
禎
二
年
丙申
正
月
八
日
、
可
為
座
主
之
由
、
被
下

綸
旨
、
仍

山
務
如
元
、

同
四
年
戊戌
閏
二
月
十
六
日
、
辞
退
座
主
、
被
送
印
鎰
、
御
年
四
十
五
、

※
祇
ー
／
公
性
法
印
／
尊
実

※
※
舎
利
会
／
灌
頂
寺
／
家
行
事

（
14
オ
）

延
応
元
年
九
月
三
日
、
於
北
白
川
殿
薨
逝
、
御
年
四
十
六
、

第
七
十
七
僧
正権僧
正
慈
源
青
蓮
院
、

治
山
三
年

（
藤
原
道
家
）

※

禅
定
殿
下
御
息

良
快
前
大
僧
正
入
室

慈
賢
僧
正
受
法
灌
頂
弟
子

嘉
禎
四
年
戊戌
三
月
一
日
、
任
座
主
年
二
十
、

勅
使
少
納
言
藤
原
光
実
、

同
七
日
、
登
山
、

同
十
日
、
於
大
成
就
院
西
廊
請

宣
命
、

四
月
九
日
、
於
無
動
寺
南
山
房
請
印
鎰
、

同
十
一
日
、
朝
参
前
唐
院
、
被
開
一
箱
、
内
陳
役
成
源
法
印
、

※
祇
ー
／
隆
承
／
法
印
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第
七
十
八
僧
正
慈
賢
聖
光
房
、

治
山
六
ケ
月

※

俗
姓
源
氏
源
三
位
頼
政
卿
親
類
云
々

慈
鎮
和
尚
瀉
瓶
弟
子

※
祇
ー
／
聖
増
法
印

（
14
ウ
）

仁
治
元
年
庚子
八
月
十
一
日
、
任
座
主
、
年
六
十
六
、

勅
使
少
納
言
菅
原
在
章

同
十
三
日
、
登
山
、

同
十
六
日
、
於
吉
水
房
請

宣
命
、

同
廿
六
日
、
為
拝
堂
密
儀
登
山
、
着
青
蓮
院
、
先
請
印
鎰
、

同
二
年
三
月
三
日
、
於
康
楽
寺
房
入
滅
、
年
六
十
七
、

第
七
十
九
僧
正
慈
源
青
蓮
院
、

治
山
六
年

※

仁
治
二
年
辛丑
正
月
十
七
日
、
還
補
座
主
、
年
二
十
三
、

勅
使
少
納
言
藤
原
高
経
、
同
日
、
登
山
、

同
十
八
日
、
於
大
成
就
院
西
廊
受

宣
命
、

同
廿
八
日
、
密
儀
登
山
遂
拝
堂
、先◦
於
無
動
寺
大
乗
院
請

印
鎰
、

宝
治
元
年
丁未
正
月
廿
八
日
、
上
表
辞
退
座
主
、
年
廿
九
、

※
祇
ー
／
尊
実
／
法
印

（
15
オ
）

今
夜
被
送
印
鎰
、

建
長
七
年
七
月
十
九
日
、
於
吉
水
房
入
滅
、
年
卅
七

第
八
十
無
品
親
王
道
覚ー
青
蓮
院
、

治
山
三
年

※

後
鳥
羽
禅
定
法
皇
王
子

慈
鎮
和
尚
入
室
即
随
和
尚
灌
頂

宝
治
元
年
丁未
三
月
廿
五
日
、
任
座
主
、
御
年
四
十
四
、

夏
臈
三
十
二
、

勅
使
少
納
言
藤
原
範
親
、

※
※

七
月
十
九
日
、
参
前
唐
院
、
被
開
一
箱
、
内
陣
役
前
権
僧
正
成
源
、

※
祇
ー
／
公
源
法
印

※
※
同
二
年
三
月
／
四
日
御
幸

第
八
十
一
無
品
親
王
尊
覚
円
融
房
、

治
山
十
年

※

順
徳
院
第
一
皇
子

入
道
尊
快
親
王
入
室
同
灌
頂
弟
子

建
長
元
年
己酉
九
月
六
日
、
任
座
主
、
御
年
三
十
五
、

※
祇
ー
／
雲
快
法
印
／
顕
雲
僧
都

（
15
ウ
）第

八
十
二
無
品
親
王
尊
助ー
青
蓮
院
、

治
山
五
年

※

土
御
門
院
御
子

尊
性
法
親
王
入
室

公
円
僧
正
受
法
灌
頂
弟
子

今
日
改
元
正
元
正
嘉
元
年
三
月
廿
六
日
、
任
座
主
、
御
年
四
十
三
、

※
※

同
十
二
日
、
被
開
一
箱
、
内
陣
役
法
印
公
澄
、

文
応
三
年
八
月
十
五
日
、
俄
上
表
辞
退
座
主
職
、
山
上

嗷
々
故
也

※
祇
ー
／
実
増
法
印
／
禅
成
僧
都

※
※
社
頭
炎
上
／
事

第
八
十
三
無
品
親
王
最
仁
円
融
房
、

治
山
二
年

※

土
御
門
院
皇
子
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尊
覚
法
親
王
入
室

真
仙
僧
正
受
法
灌
頂
弟
子

弘
長
三
年
癸亥
八
月
十
六
日
、
任
座
主
御
年
卅
五
、

文
永
元
年
甲子
三
月
廿
三
日
、
子
刻
、山
上
諸
堂
廻
禄
事

園
城
寺
焼
亡
事
、
五
月
二
日
、

※
祇
ー
／
盛
尊
法
印

（
16
オ
）第

八
十
四
前
権
僧
正
澄
覚
円
融
房
、

治
山
三
年

※

六
条
宮
雅
成
親
王
御
子

尊
快
法
親
王
入
室

真
仙
僧
正
受
法
灌
頂

文
永
二
年
乙丑
三
月
十
八
日
、
任
座
主
年
四
十
六
、

※
祇
ー
／
聖
憲
法
印

第
八
十
五
無
品
尊
助ー
親
王
青
蓮
院
、

治
二
年

※

文
永
四
年
丁卯
七
月
十
五
日
、
庚子
還
補
座
主
、
御
年
五
十
四
、

（
文
永
五
年
）

七
月
廿
八
日
、
前
唐
院
宝
物
等
少
々
被
覧
云
々
、

十
一
月
廿
六
日
辞
退
座
主
、
ー
ー
ー
ー

※
祇
・
／
聖
憲
法
印
／
公
澄
法
印
／
院
主
／
兼
帯

第
八
十
六
前
大
僧
正
慈
禅
浄
土
寺
、

治
三
年

（
藤
原
家
実
）

猪
熊
入
道
殿
下
息

円
基
前
大
僧
正
入
室

後
慈
源
僧
正
入
室

聖
増
僧
正
受
法
灌
頂
弟
子

（
16
ウ
）

文
永
五
年
戊辰
十
二
月
廿
六
日
、
補
座
主
、
卅
八
、

四
月
廿
七
日
、
参
前
唐
院
、
開
一
箱
、
内
陣
役
円
守
法
印
、

建
治
二
年
丙子
八
月
七
日
卯
刻
、
於
浄
土
寺
房
入
滅
、
四
十
六
、

第
八
十
七
前
大
僧
正
澄
覚
円
融
房
、

治
六
年

文
永
八
年
辛未
五
月
十
六
日
、
戊
寅
還
補
、
年
五
十
二
、

（
藤
原
）

此
事
、
去
十
一
日
以
帥
経
任
卿
先
内
々
被
仰
下
之
云
々
、

勅
使
少
納
言
資
兼
登
山
、

建
治
元
年
十
二
月
十
四
日
、
上
表
座
主
職
、

第
八
十
八
大
僧
正
道
玄ー
青
蓮
院
、

治
山
三
年

（
藤
原
良
実
）

二
条
大
閤
息

前
大
僧
正
最
守ー
入
室

受
法
灌
頂
弟
子

（
17
オ
）

建
治
二
年
丙子
十
一
月
廿
五
日
、
補
座
主
、
年
四
十
一
、

勅
使
少
納
言
藤
親
忠
登
山
、

十
二
月
一
日
、
於
愛
宕
房
請

宣
命
、

同
廿
八
日
、
参
前
唐
院
、
開
一
箱
、
内
陣
役
教
源
僧
都
、

（
弘
安
六
年
）

同
六
年
癸未
正
月
十
六
日
、
三
社
神
輿
入
洛
事
、

第
八
十
九
前
大
僧
正
公
豪
林
泉
房
、治
山
四
年

（
藤
原
）

入
道
左
大
臣
実
房
公
息

承
円
僧
正
入
室

兼
学
顕
密

弘
安
元
年
戊寅
四
月
二
日
、
補
座
主
、

廿
四
日
、
開
一
箱
、
内
陣
役
公
誉
法
印
、

（
弘
安
四
年
）

十
月
廿
三
日
、
辞
退
座
主
、

同
日
酉
刻
、
入
滅
、
八
十
六
、

（
17
ウ
）第

九
十
僧
正
最
源
本
覚
院
、

治
山
一
年
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（
藤
原
）

入
道
太
政
大
臣
良
平
公
息

慈
源
僧
正
入
室

聖
増
僧
正
灌
頂
弟
子

弘
安
五
年
丁丑
三
月
十
三
日
、
任
座
主
、
年
五
十
五
、

五
月
廿
五
日
、
参
前
唐
院
、
開
一
箱
、

（
18
オ
）

正
安
二
年
五
月
十
二
日

増
全

書
了

﹇
付
記
﹈
紹
介
・
翻
刻
を
許
可
し
て
い
た
だ
い
た
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
に
感
謝

申
し
上
げ
る
。
ま
た
本
研
究
は
、
Ｊ
Ｓ
Ｔ
次
世
代
研
究
者
挑
戦
的
研
究
プ
ロ
グ

ラ
ム
Ｊ
Ｐ
Ｍ
Ｊ
Ｓ
Ｐ
2
1
0
8
の
支
援
を
受
け
た
。
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